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新型インフルエンザに関する今後の対応について 

 

昨年度、大流行した新型インフルエンザにつきましては、感染が終息している状況を踏ま

え、世界保健機構（ＷＨＯ）が、本年８月１０日に世界的大流行（パンデミック）の終息宣

言を出し、また政府においては８月２７日に新型インフルエンザ対策本部が廃止され、本県

新型インフルエンザ危機対策本部も８月３０日に解散いたしました。 

つきましては、「今後の流行期に向けた対応（H21.8.28対策本部決定）」に基づいた学校

等における休業等の対応（新型インフルエンザの休校等の措置を取る目安）を廃止します。

また、併せて「新型インフルエンザに関する対応について（第16報）」（平成21年10月22日

付け21教保第128-20号）についても廃止いたします。 

ただし、インフルエンザの地域における流行状況の早期把握や、ウイルスの性状変化等に

的確に対応するため、インフルエンザサーベイランスに関しては当分の間継続しますので、

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）及び学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第

１７４号）に基づく学校の設置者及び所轄保健所への連絡の一部として「インフルエンザ様

疾患発生報告」も引き続き適切な対応をお願いします。なお、特別な状況が生じない限り、

貴教育委員会から県教育委員会へ報告の必要はありません。 

今後９月以降、インフルエンザが流行する時季に入ります。新学期を迎え、児童生徒等の

健康観察や、うがい、手洗いの励行等の感染症に対する基本的な予防対策を徹底するととも

に、今後新たな対応が求められる場合には速やかに対応できるよう、連絡体制を改めて確認

し、児童生徒等の安全確保と感染拡大防止に努めていただきますよう、管下の学校に対し周

知をお願いします。 
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